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特定非営利活動法人ことばの道案内 

 

１ 事業の成果 

 「ことばの地図」の公開ルート数は３，０５５ルート（１，５８８施設）となった。東京２３区を中心

に、横浜市、相模原市など地方にも展開している。北区から委託業務を受注し、公共施設やスポーツ施設

等への「ことばの地図」を作成した。この他に各自治体から委託（請負）業務で「ことばの地図」作成、

メンテナンスを行っている。 

「ことばでわかる駅情報」は公開ルート２，８４４ルート（２５５駅）となった。制作・公開は、東京

地下鉄（株）と共同で東西線、銀座線、半蔵門線、千代田線の調査を実施し情報を公開している。企業か

らの委託を受けて、劇場や美術館への「ことばの地図」制作も行った。 

啓発活動として豊島区主催の「ことばの道案内講演会」を開催し活動概要や制作過程を説明した。また

ボランティア養成のため、各地のボランティアセンターへの講演活動を行った。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【    】千円） 
定款に記載 

された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

制作事業 

地下鉄日比谷線の「こと
ばでわかる駅情報」及び
古代オリエント博物館や
スポーツ関連施設等への
「ことばの地図」制作 

随時 全国各地  

全国の視

覚しょう

がい者、

訪問外国

人 

不特定多
数 1，866 

北区事業 
北区公共施設やスポーツ
関連施設への「ことばの
地図」制作、メンテ 

随時 
東京都北

区内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 234 

千代田区事業 
千代田区公共施設への
「ことばの地図」制作、メ
ンテ 

随時 
東京都千

代田内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 80 

台東区事業 台東区公共施設への「こ
とばの地図」制作、メンテ 随時 

東京都台

東区内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 129 

豊島区事業 豊島区公共施設への「こ
とばの地図」制作、メンテ 随時 

東京都豊

島区内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 129 
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墨田区事業 墨田区公共施設への「こ
とばの地図」制作、メンテ 随時 

東京都墨

田区内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 121 

新宿区事業 新宿区公共施設への「こ
とばの地図」制作、メンテ 随時 

東京都新

宿区内 
 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 25 

相模原事業 
相模原市公共施設への
「ことばの地図」制作、メ
ンテ 

随時 

神奈川県

相模原市

内 

 

全国の視

覚しょう

がい者 

不特定多
数 30 

 

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

    特になし 


